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一般社団法人 滋賀県損害保険代理業協会（以下、滋賀県代協）のホームページにアクセス頂きありがとうございます。
さて、令和５年度はコロナも、５月８日に５類に移行となったことで通常に活動出来ることに大変喜んでいる次第でございます。

また昨年（令和４年度）は３年ぶりに滋賀代協一大イベントである琵琶湖外来魚駆除大会も開催し、大いに盛り上がりました。今年も９
月に計画しておりますのでたくさんの方々に参加して頂き楽しんで頂くことを願っております。

しかし活動していく中で、コロナ感染には十分気を付けていきたいと存じますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
滋賀代協事務所ですが、令和４年８月に平和堂守山店の解体に伴い、守山病院、滋賀病院近くの辻田ビル2階に移転いたしました。駅か

らは少し遠くなりますが十分な広さの事務所となっておりますのでお気軽にお立ち寄り頂けたら幸いです。
滋賀県代協会員数なんですが昨年度に４店の入会があり現在138店で、組織率は約75％で全国第５位をキープしております。しかし
今後各保険会社は益々規模拡大に向てた動きが加速していくと予測される中で、会員数の減少は免れないと思っております。。

そこで代協の魅力を十分理解していただき未加入の代理店に一店でも入会いただけるようにお願い申し上げます。
未加入代理店ですとほとんどが職業賠責である代理店賠責に入っておられないと思います。保険を勧める代理店である募集人が無保険と
いうのは自動車保険に入らないで運転しているといっても過言ではないと思いますので是非代協に入会いただきまして最低限の代理店賠

償責任保険は加入していただきたいと願っております。
又入会いただくことで教育プログラムも充実し顧客本位の業務運営に向けた取り組みも充実いたします。また、３年前から全国会長懇談

会の中で年１回金融庁との意見交換会も行われており今年の3月にリアルで参加させて頂きました。
代協組織が金融庁にじかに意見を言えるすごい組織になったと喜んでおります。一代理店が意見を述べても到底相手にされませんが代協

組織なら対等にお話しできるのは代協ならではの魅力ではないかと思っております。
これからも「損害保険の普及と契約者・消費者の利益を守るために、常に損害保険代理店の資質向上を図り、その業務の適切な運営を確
保し、併せて損害保険事業の健全な発達に寄与する」事に努め、会の皆様、賛助会員様、保険会社と活発な情報交換を元に、業界の発展・

地位向上に努めて行きくよう努力していく次第です。
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